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課徴金納付命令に伴う特別損失の計上並びに通期業績予想の修正に関するお知らせ

平成 25 年 2 月 13 日に公表いたしました通期業績予想を下記のとおり修正いたしますのでお知らせい

たします。

１．平成 25 年 3 月期通期連結業績予想数値の修正（平成 24 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日）

（金額の単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり

当期純利益

前回発表予想（Ａ） 81,900 △1,900 400 1,300 13円55銭

今回修正予想（Ｂ） 81,900 △1,900 400 100 1円04銭

増減額（Ｂ－Ａ） 0 0 0 △1,200 －

増減率（％） 0 0 0 △92.3 －

(ご参考) 前期実績

(平成24年3月期) 

87,839 2,905 4,426 1,416 14円76銭

２．平成 25 年３月期通期個別業績予想数値の修正（平成 24 年 4 月１日～平成 25 年 3 月 31 日）

（金額の単位：百万円）

売上高 経常利益 当期純利益 1株当たり

当期純利益

前回発表予想（Ａ） 63,200 100 1,300 13円55銭

今回修正予想（Ｂ） 63,200 100 100 1円04銭

増減額（Ｂ－Ａ） 0 0 △1,200 －

増減率（％） 0 0 △92.3 －

(ご参考) 前期実績

(平成24年3月期) 

69,629 3,526 1,137 11円86銭

３． 修正の理由

当社は平成 24 年 3 月 13 日、公正取引委員会より、自動車用ランプ取引に関し独占禁止法違反の

疑いがあるとして立入検査を受け、その後引き続き行われた当局による調査に全面的に協力をして



まいりましたが、公正取引委員会より平成 25 年 3 月 22 日付で、自動車用ランプ取引に関し、独占禁

止法第 3 条（不当な取引制限の禁止）違反行為があったとして、課徴金納付命令を受けました。

つきましては、平成 25 年 3 月期 第 4 四半期会計期間において、当該課徴金納付額 12 億 5,010

万円を特別損失として計上するとともに、平成 25 年 2 月 13 日に公表いたしました通期連結業績予想

を修正いたします。

なお、受けました課徴金納付命令につきましては、内容を精査した上、対応を慎重に検討してまい

ります。

（注）上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業

績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

以 上


